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津市告示９８号 

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。 

  平成２０年６月３日 

 

津市長 松 田 直 久   

 

記 

 国民健康保険被保険者証 

記号番号 交付年月日 無効となった日 

０４９４９９７ 平成１９年１０月１日 平成２０年５月 １日 

２１６９１７０ 平成１９年１０月１日 平成２０年５月 ７日 

７１７７５３１ 平成１９年１０月１日 平成２０年５月１８日 

７１６５３８９ 平成１９年１０月１日 平成２０年５月２０日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



津市告示第９９号 

計量器の定期検査を次のとおり実施するので、計量法（平成４年法律第５１

号）第２１条第２項の規定に基づき告示する。 

  平成２０年６月４日 

 

津市長 松 田 直 久   

 

１ 定期検査の対象となる計量器 

  質量計のうち、計量法施行令（平成５年政令第３２９号）第２条第２号に

定める非自動はかり、分銅及びおもり 

２ 検査日時及び場所 

検査日 曜日 検査時間 検査場所 

８月２０日 水 １０：００～１２：００ 白塚市民センター 

８月２１日 木 
１０：００～１２：００ 

１３：００～１５：００ 
津市計量検査所 

８月２５日 月 １０：００～１２：００ 
美里社会福祉センタ

ー 

１０：００～１２：００ 津市河芸庁舎 
８月２６日 火 

１４：００～１６：００ 津市芸濃庁舎 

１０：００～１２：００ 津市安濃庁舎 
８月２８日 木 

１４：００～１６：００ 津市計量検査所 

８月２９日 金 
１０：００～１２：００ 

１３：００～１５：００ 
津市計量検査所 

３ 検査対象地域 

北立誠地域、南立誠地域、敬和地域、養正地域、新町地域、白塚地域、栗

真地域、一身田地域、安東地域、櫛形地域、片田地域、神戸地域、大里地域、

高野尾地域、河芸地域、芸濃地域、美里地域、安濃地域 

 



津市告示第１００号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１４年久居市告示第１７号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

平成２０年６月５日 

  

                      津市長 松 田 直 久 

 

１ 届出者 

久居団地自治会 

  三重県津市久居野村町３７２番地１２ 

代表者 村 田  努 

２ 変更に係る事項 

変 

更 

前 

 

藤 田  健 

津市久居野村町３７２番地１６６ 代 表 者 の 氏

名及び住所 変 

更

後 

 

村 田  努 

津市久居野村町３７２番地１２ 

 

変

更

前 

津市久居野村町３７２番地１６６ 

事務所の所

在地 変

更

後 

津市久居野村町３７２番地１２ 

 

３  変更の年月日 

   平成２０年４月１日 

４  変更の理由 

   代表者の変更及び事務所の所在地変更 

 



津市告示第１０１号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成 18 年久居市告示第４９号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。 

平成２０年６月５日 

  

                      津市長 松 田 直 久 

 

１ 届出者 

  川方自治会  

三重県津市川方町４７６番地１1 

代表者 土 性  勉 

２ 変更に係る事項 

変 

更 

前 

 

佐 藤 松 男 

津市川方町５０１番地２５ 代 表 者 の 氏

名及び住所 変 

更

後 

 

土 性  勉 

津市川方町４７６番地１１ 

 

変

更

前 

津市川方町５０１番地２５ 

事務所の所

在地 変

更

後 

津市川方町４７６番地１１ 

 

３  変更の年月日 

   平成２０年４月１日 

４  変更の理由 

   代表者の変更及び事務所の所在地変更 

 



津市告示第１０２号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１４年美杉村告示第８６号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

  平成２０年６月６日 

津市長 松 田 直 久   

１ 届出者 

  竹原区 

  三重県津市美杉町竹原３１９５番地 

   代表者 岡田武士 

２ 変更に係る事項 

代表者の氏名及び住所 

変更

前 

山口倍生 

三重県津市美杉町八手俣１１０３番地１ 

変更

後 

岡田武士 

三重県津市美杉町竹原３１９５番地 

３ 変更の理由及び年月日 

定期総会において、平成２０年５月２４日より新任 



津市告示第１０３号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１８年津市告示第４９１号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

 平成２０年６月６日 

 

                          津市長 松 田 直 久 

 

１ 届出者 

  岩原区自治会 

  三重県津市芸濃町椋本３９３７番地１ 

   代表者 犬飼 肇 

２ 変更に係る事項   

変
更
前 

犬飼 肇 

津市芸濃町椋本３９４３番地１ 

 

 

代表者の氏名 

及び住所 変
更
後 

犬飼 肇 

津市芸濃町椋本３９４３番地１ 

３ 変更理由及び年月日 

  平成２０年４月１日定期総会において再任 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



津市告示第１０４号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１７年一志町告示第１１号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

  平成２０年６月１１日 

 

津市長 松 田 直 久   

 

 

１ 届出者 

  向川原自治会 

  三重県津市一志町大仰１５２番地５ 

   代表者 松 本 嘉 彦 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
小 野 泰 治 

三重県津市一志町大仰２８７番地 

変更後 
松 本 嘉 彦 

三重県津市一志町大仰２４４番地 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成２０年４月１３日の定期総会において新

任されたため。 

 

 

 

 



津市告示第１０５号 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第４０条の２第１項

及び津市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例（平成１

８年津市条例第２１９号）第５条の規定に基づき、平成１９年１０月

１日から平成２０年３月３１日までの津市水道事業の業務及び津市工

業用水道事業の業務の状況を次のとおり公表する。 

  平成２０年６月１１日 

 

津市長 松  田  直  久    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ 津市水道事業の概要 

 

 本年度の下半期の業務量につきましては、給水戸数は１２２，２９

１戸で、配水量は２１ ,７３４，５６２㎥、有収水量は１８，６６８，

３２９㎥となりました。 

 下半期の経営状況としましては、収益では、営業収益３，１９７，

３３５，６１０円、営業外収益６００，５２７，８４０円、特別利益

１，００３，３６４円で合計３，７９８，８６６，８１４円となりま

した。 

 費用では、営業費用３，５２４，２０１，５６１円、営業外費用２

９８，９５３，８４３円、特別損失５０，２２１，５４８円で合計３

，８７３，３７６，９５２円となり、収支差引におきまして、７４，

５１０，１３８円の純損失となりました。 

 

２  経理の状況 

 

 今期末の状況は、損益計算書（別表１・２）及び貸借対照表（別表

３）のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１

単位　円

1

(1) 2,636,624,410

(2) 516,966,257

(3) 43,744,943 3,197,335,610

2

1,574,813,214

353,996,191

394,888,854

176,525,495

288,927,825

732,591,562

2,419,121

39,299 3,524,201,561

326,865,951

3

386,185,000

90,629,190

96,911,000

26,802,650 600,527,840

4

262,087,075

36,866,768 298,953,843 301,573,997

25,291,954

5

722,120

281,244 1,003,364

6

50,221,548 50,221,548 △49,218,184

74,510,138

1,447,720,106

1,522,230,244

(4) 業 務 費

(5) 総 係 費

(6) 減 価 償 却 費

(7) 資 産 減 耗 費

(8) そ の 他 営 業 費 用

営 業 損 失

営 業 外 収 益

(1)

受 取 利 息 及 び 配 当 金

(2)

他 会 計 補 助 金

(3)

雑 収 益

(4)

新 規 給 水 加 入 金

営 業 外 費 用

(1)

(2) 雑 支 出

支払利息及び企業債取扱諸費

経 常 損 失

特 別 利 益

(2)

過 年 度 損 益 修 正 益(1)

固 定 資 産 売 却 益

特 別 損 失

(1) 過 年 度 損 益 修 正 損

当 期 純 損 失

受 託 工 事 収 益

そ の 他 営 業 収 益

営 業 費 用

(1) 原 水 及 び 浄 水 費

平成１９年度津市水道事業損益計算書
　（平成１９年１０月１日から平成２０年３月３１日まで）

営 業 収 益

給 水 収 益

(2) 配 水 及 び 給 水 費

(3) 受 託 工 事 費

前 期 繰 越 欠 損 金

当 期 未 処 理 欠 損 金



別表２

単位　円

1

(1) 5,369,018,988

(2) 547,720,246

(3) 60,664,233 5,977,403,467

2

3,099,335,899

612,391,898

495,169,212

315,449,854

451,081,417

1,469,064,562

2,419,121

99,895 6,445,011,858

467,608,391

3

386,185,000

136,822,397

186,146,000

26,802,650 735,956,047

4

533,807,817

36,866,768 570,674,585 165,281,462

302,326,929

5

3,562,319

281,244 3,843,563

6

52,428,287 52,428,287 △48,584,724

350,911,653

1,171,318,591

1,522,230,244

(2) 配 水 及 び 給 水 費

(3) 受 託 工 事 費

(4) 業 務 費

(5) 総 係 費

(6) 減 価 償 却 費

(7) 資 産 減 耗 費

(8) そ の 他 営 業 費 用

営 業 損 失

営 業 外 収 益

(1)

受 取 利 息 及 び 配 当 金

(2)

他 会 計 補 助 金

(3)

雑 収 益

(4)

新 規 給 水 加 入 金

営 業 外 費 用

(1)

(2) 雑 支 出

支払利息及び企業債取扱諸費

経 常 損 失

特 別 利 益

(2)

過 年 度 損 益 修 正 益(1)

固 定 資 産 売 却 益

特 別 損 失

(1) 過 年 度 損 益 修 正 損

当 年 度 純 損 失

受 託 工 事 収 益

そ の 他 営 業 収 益

営 業 費 用

(1) 原 水 及 び 浄 水 費

平成１９年度津市水道事業損益計算書
　（平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで）

営 業 収 益

給 水 収 益

前 年 度 繰 越 欠 損 金

当 年 度 未 処 理 欠 損 金



別表３

単位　円

1

イ 1,712,225,838

ロ 4,386,284

ハ 2,371,277,538

733,177,483 1,638,100,055

ニ 51,220,559,130

19,056,824,105 32,163,735,025

ホ 8,930,523,143

5,615,689,005 3,314,834,138

ヘ 59,186,260

45,296,762 13,889,498

ト 380,442,472

295,101,005 85,341,467

チ 1,010,065,715

39,942,578,020

イ 246,359,144

ロ 104,022,860

ハ 2,251,682

352,633,686

イ 121,911,377

121,911,377

40,417,123,083

2

3,905,709,891

689,680,460

98,776,223

1,974,708

15,400,000

3,700,000

4,715,241,282

45,132,364,365

流 動 資 産 合 計

資 産 合 計

無 形 固 定 資 産

中 勢 水 道 利 用 権

庁 舎 利 用 権

電 話 加 入 権

(5)

(6)

前 払 金

そ の 他 流 動 資 産

平成１９年度津市水道事業貸借対照表
　（平成２０年３月３１日）

資　　産　　の　　部

固 定 資 産 合 計

減 価 償 却 累 計 額

投 資

有 形 固 定 資 産 合 計

基 金

投 資 合 計

無 形 固 定 資 産 合 計

前 払 費 用

流 動 資 産

(2)

(3)

(4)

(1)

未 収 金

貯 蔵 品

現 金 預 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

機 械 及 び 装 置

減 価 償 却 累 計 額

(1)

土 地

減 価 償 却 累 計 額

(2)

(3)

立 木

建 物

減 価 償 却 累 計 額

構 築 物

工具､器具及び備品

減 価 償 却 累 計 額

建 設 仮 勘 定

車 両 運 搬 具



3

イ 12,999,221

12,999,221

4

499,239,299

209,642,063

708,881,362

721,880,583

5

6,518,179,392

イ 15,183,793,629

15,183,793,629

21,701,973,021

6

イ 12,387,104,736

ロ 3,798,750,256

ハ 3,768,556,536

ニ 240,152,160

ホ 2,018,237,549

ヘ 1,534,415,466

ト 24,116,510

チ 459,407,792

24,230,741,005

イ 1,522,230,244

1,522,230,244

22,708,510,761

44,410,483,782

45,132,364,365

国 県 補 助 金

寄 付 金

　当年度未処理欠損金

資 本 剰 余 金 合 計

欠 損 金 合 計

負 債 資 本 合 計

資 本 合 計

新 規 給 水 加 入 金

他 会 計 補 助 金

基 金 利 息

基 金 繰 入 金

剰 余 金 合 計

(2) 利 益 剰 余 金

工 事 負 担 金

受 贈 財 産 評 価 額

剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

資 本 金 合 計

借 入 資 本 金 合 計

未 払 金(1)

固 定 負 債 合 計

流 動 負 債 合 計

(2) 借 入 資 本 金

企 業 債

資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

資　　本　　の　　部

(2) そ の 他 流 動 負 債

負 債 合 計

負　　債　　の　　部

退 職 給 与 引 当 金

流 動 負 債

固 定 負 債

(1) 引 当 金



１ 津市工業用水道事業の概要 

 

 本年度の下半期の業務量につきましては、配水量は１６９，７８２

㎥、有収水量は１６７，６６４㎥となりました。 

 下半期の経営状況としましては、収益では、営業収益１０，８００

，０００円、営業外収益１，２３７，７１６円で合計１２，０３７，

７１６円となりました。 

 費用では、営業費用１０，０２７，７７８円となり、収支差引にお

きまして、２，００９，９３８円の純利益となりました。  

 

２  経理の状況 

 

 今期末の状況は、損益計算書（別表１・２）及び貸借対照表（別表

３）のとおりであります。 



別表１

単位　円

1

(1) 10,800,000 10,800,000

2

1,837,418

5,298,303

2,892,057 10,027,778

772,222

3

560,852

676,864 1,237,716 1,237,716

2,009,938

2,009,938

1,418,004

3,427,942

前 期 繰 越 利 益 剰 余 金

当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金

当 期 純 利 益

経 常 利 益

平成１９年度津市工業用水道事業損益計算書

(2)

雑 収 益

営 業 利 益

営 業 外 収 益

　（平成１９年１０月１日から平成２０年３月３１日まで）

営 業 収 益

給 水 収 益

営 業 費 用

(1) 原 水 及 び 浄 水 費

(1)

受 取 利 息 及 び 配 当 金

(2) 総 係 費

(3) 減 価 償 却 費



別表２

単位　円

1

(1) 21,600,000 21,600,000

2

2,902,557

10,698,160

5,809,057 19,409,774

2,190,226

3

560,852

676,864 1,237,716 1,237,716

3,427,942

3,427,942

0

3,427,942

前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金

当年度未処分利益剰余金

平成１９年度津市工業用水道事業損益計算書
　（平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで）

営 業 収 益

給 水 収 益

営 業 費 用

(1) 原 水 及 び 浄 水 費

当 年 度 純 利 益

経 常 利 益

(2)

雑 収 益

営 業 利 益

営 業 外 収 益

(1)

受 取 利 息 及 び 配 当 金

(3) 減 価 償 却 費

(2) 総 係 費



別表３

単位　円

1

イ 1,650,000

ロ 7,999,210

4,921,078 3,078,132

ハ 85,309,046

51,536,308 33,772,738

ニ 78,096,020

28,226,913 49,869,107

ホ 1,732,785

807,614 925,171

ヘ 360,000 360,000

89,655,148

89,655,148

2

97,530,510

1,890,000

99,420,510

189,075,658

流 動 資 産

(2) 未 収 金

流 動 資 産 合 計

資 産 合 計

現 金 預 金(1)

固 定 資 産 合 計

車 両 運 搬 具

減 価 償 却 累 計 額

有 形 固 定 資 産 合 計

工具､器具及び備品

(1)

建 物

減 価 償 却 累 計 額

減 価 償 却 累 計 額

構 築 物

有 形 固 定 資 産

平成１９年度津市工業用水道事業貸借対照表
　（平成２０年３月３１日）

資　　産　　の　　部

固 定 資 産

機 械 及 び 装 置

減 価 償 却 累 計 額

土 地



3

イ 500,000

500,000

4

386,013

386,013

886,013

5

131,979,612

131,979,612

6

イ 1,657,500

1,657,500

イ 11,116,345

ロ 40,008,246

ハ 3,427,942

54,552,533

56,210,033

188,189,645

189,075,658

利 益 剰 余 金 合 計

負 債 資 本 合 計

剰 余 金 合 計

資 本 合 計

建 設 改 良 積 立 金

当年度未処分利益剰余金

負　　債　　の　　部

流 動 負 債

(1) 未 払 金

固 定 負 債

(1) 引 当 金

修 繕 引 当 金

固 定 負 債 合 計

流 動 負 債 合 計

負 債 合 計

資　　本　　の　　部

資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

資 本 金 合 計

剰 余 金

利 益 積 立 金

(1) 資 本 剰 余 金

工 事 負 担 金

(2) 利 益 剰 余 金

資 本 剰 余 金 合 計



津市告示第１０６号  
 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第４０条の２第１項

及び津市駐車場事業の設置等に関する条例（平成１８年津市条例第２

１８号）の規定に基づき、平成１９年１０月１日から平成２０年３月

３１日までの津市駐車場事業の業務の状況を次のとおり公表する。  
  平成２０年６月１１日  
 

津市長 松 田  直  久  



１ 事業報告書 
概 況 

駐車場事業は、お城東駐車場、フェニックス通り駐車場及びアスト駐車

場を運営し、市街地における自動車の駐車需要に応ずるよう努めています。 
平成１９年１０月１日から平成２０年３月３１日までの利用状況は、次

のとおりです。 
 

ア 利用台数   ３２０，６４８台（前年同期 ３２５，２２２台） 
イ 一日平均台数   １，７６３台（前年同期   １，７９８台） 

 
２ 経理の状況 

平成１９年度下半期の経理の状況は、損益計算書（別表１）及び貸借対照

表（別表２）のとおりです。 
 
３ 平成２０年度駐車場事業について 

別冊のとおりです。 
 



1 営業収益

2 営業費用

3 営業外収益

4 営業外費用

経 常 利 益

455,622,985当 年 度 未 処 理 欠 損 金

前 期 繰 越 欠 損 金

当 期 純 利 益

473,655,149

18,032,164

（１） 受取利息及び配当金 122,301

14,191,388
（１）

企業債取扱諸費
支 払 利 息 及 び

営 業 利 益

76,201,019

（１）

（２） 19,349,608減 価 償 却 費

別表１

18,032,164

108,154,858 108,154,858

平成１９年度下半期津市駐車場事業損益計算書
（平成１９年１０月１日から平成２０年３月３１日まで）

31,953,839

14,191,388

（単位　円）

147,412

（１）

△ 13,921,675

駐 車 収 益

雑 収 益

56,851,411駐 車 場 管 理 費

（２） 269,713



1

2

その他流動資産 500,000

有 形 固 定 資 産

イ

（１）

減価償却累計額

機 械 及 び 装 置

（１） 現 金 預 金

オ 工具、器具及び備品

313,068,768 892,656,643

1,205,725,411

ウ 構 築 物

減価償却累計額 1,016,690

1,264,146,151

平成１９年度津市駐車場事業貸借対照表
（平成２０年３月３１日）

（単位　円）
資　産　の　部

92,929,272

53,510

1,070,200

62,872,948 30,056,324

16,771,940

14,429,984 2,341,956

固 定 資 産

流 動 資 産

（２） 未 収 金

固 定 資 産 合 計

有形固定資産合計

ア

建 物

減価償却累計額

エ

2,189,254,584

流 動 資 産 合 計

資 産 合 計

2,189,254,584

49,405,843

（３）

50,059,518

2,239,314,102

別表２

153,675

土 地

減価償却累計額



3

4

5

6

500,000

資 本 金

借 入 資 本 金

2,410,675,749

660,702,722

当 期 未 処 理

660,702,722

他 会 計 借 入 金（１）

流 動 負 債

未 払 金（１）

固 定 負 債 合 計

（２） 前 受 金

負 債 合 計

（１） 自 己 資 本 金

（３） その他流動負債

（２）

1,749,973,027

10,756,037

284,261,338

661,500

負　債　の　部

273,505,301

固 定 負 債

273,505,301

負 債 資 本 合 計

△ 455,622,985

1,955,052,764

2,239,314,102

剰 余 金 合 計

欠 損 金

流 動 負 債 合 計

455,622,985

9,594,537

資　本　の　部

455,622,985

資 本 合 計

ア 企 業 債

借入資本金合計

資 本 金 合 計

欠 損 金 合 計

剰 余 金

（１） 欠 損 金

ア



津市告示第１０７号 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第４０条の２第１項及び津市

農業共済条例（平成１８年条例第１８５号）第１４８条の規程に基づき、平成

１９年１０月１日から平成２０年３月３１日までの津市農業共済事業の業務の

状況を次のとおり公表する。 

  平成２０年６月１１日 

 

津市長 松 田 直 久 



平成 19 年度下半期 津市農業共済事業業務状況説明書 

１ 事業報告書 

⑴ 農作物共済 

平成 19 年産水稲の管内被害状況は、面積で引受面積の 1.0％にあたる

3,956ａ、共済減収量は引受収量の 0.3％にあたる 3 万 7,634kg の通常被害

となり、124 戸の農家に、共済金 839 万 2,382 円を支払いました。 

被害の内容は、風水害等65.2％、鳥獣害15.4％、病虫害9.7％、干害5.1％、

塩害 4.6％でした。 

平成 19 年産麦の災害収入共済方式による引受けの被害状況は、共済減収

量 3 万 9,298kg となり、6 戸の農家に共済金 109 万 8,397 円を支払いまし

た。 

平成 20 年産麦の引受状況は、一筆方式で引受戸数は 7 戸、引受面積 6,148

ａ、災害収入共済方式は引受戸数 58 戸、引受面積 8 万 496ａとなりました。 

また、平成 16 年産から平成 18 年産に係る無事戻金として、水稲で 2,830

戸に 788万 4,667円、麦で 22戸に 195万 9,074円をそれぞれ支払いました。 

⑵ 家畜共済 

平成 19 年 10 月から平成 20 年 3 月までの引受頭数は乳用牛 2 頭、肉用牛

23 頭でした。 

事故の状況としては、死廃事故が 61 頭で共済金 780 万 3,396 円、病傷事

故が 281 件で共済金 695 万 3,880 円をそれぞれ支払いました。 

 ⑶ 畑作物共済（大豆） 

 平成 19 年産大豆については、成育期における台風等による大きな被害は

見られなかったものの、土壌湿潤害や猿・猪・鹿等による獣害が中山間部

を中心に多く見られました。その結果、収穫量が引受収量を下回り、共済

金の支払い対象となる見込みです。 

⑷ 園芸施設共済 

平成 19 年 10 月から平成 20 年 3 月までの引受状況は、47 戸の農家で、

108 棟でした。 

被害の状況は、強風による影響により被覆物の破損で、特定園芸施設 3

棟に対し、17 万 9,683 円を共済金として支払いました。 

 ⑸ 業務勘定 

業務勘定については、経費の効率化に留意し、諸経費の節減に努めまし

たが、業務引当金より 3,526 万 9,345 円の戻入れを行いました。 



２ 経理の状況 

平成 19 年度下半期の経理状況は、損益計算書（別表１）及び貸借対照表(別

表２)のとおりであります。 

 

３ 平成 20 年度予算の概要 

 ⑴ 収益的収入及び支出の予定額 

  収入 

   第１款 共済事業収益       ２４８，９２８千円 

    第１項 事業収益        ２０２，６４６千円 

第２項 事業外収益        ４５，６５２千円 

  支出 

第１款 共済事業費用       ２４８，２９８千円 

第１項 事業費用        ２４７，７８２千円 

第２項 事業外費用           ５１１千円 

第３項 予備費               ５千円 

 ⑵ 他会計からの補助金 

経営健全化のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のと

おりとする。 

業務勘定 一般会計繰入金       ６７，０００千円 

 

４ 平成 20 年度の経営方針 

 事業の予定量 

 ⑴ 農作物共済 

  水稲 

  ア 引受戸数               ５，０３０戸 

  イ 引受面積             ３８２，０００ａ 

  ウ 引受収量          １２，８３５，２００㎏ 

  エ ㎏当り共済金額              ２２２円 

  オ 共済金額       ２，８４９，４１４，４００円 

  カ 保険金額       ２，８１１，５１７，１８８円 

  麦 

  ア 引受戸数                  ７３戸 

  イ 引受面積              ８５，２００ａ 



  ウ 引受収量（一筆のみ）        ８３，７２０㎏ 

  エ ㎏当り共済金額               ５６円 

  オ 基準生産金額（災害収入） １２０，０００，０００円 

  カ 共済金額         １１２，６８８，３２０円 

  キ 保険金額         １０２，６７９，９３８円 

 ⑵ 家畜共済 

  ア 引受戸数                  １９戸 

  イ 引受頭数               １，５４５頭 

   (ア) 乳用牛                 ７６５頭 

   (イ) 肉用牛                 ７１０頭 

   (ウ) 種豚                   ２０頭 

   (エ) 肉豚                   ５０頭 

  ウ 共済金額         ４３２，６０７，５００円 

  エ 保険金額         ３４６，０８６，０００円 

 ⑶ 畑作物共済 

  大豆 

  ア 引受戸数                  ２７戸 

  イ 引受面積              ３３，５００ａ 

  ウ 引受収量             ４３４，１６０㎏ 

  エ ㎏当り共済金額              １５９円 

  オ 共済金額          ６９，０３１，４４０円 

  カ 保険金額          ６２，１２８，２９６円 

 ⑷ 園芸施設共済 

  ア 引受戸数                 １５３戸 

  イ 引受棟数                 ２５２棟 

  ウ 共済金額         ２１１，１８９，０００円 

  エ 保険金額         １９０，０７０，１００円 

 ⑸ 損害防止事業 

  ア 水稲病虫害防除事業（実施面積）  ３８２，０００ａ 

  イ 家畜の肝蛭症検査等（実施頭数）    １，２１０頭 

  ウ 獣害対策事業（狩猟免許取得支援事業）    ３５人 

          （害獣捕獲用檻設置補助事業）  ３０基 



859,476 45,553,358 91,160,480事業収益合計（Ａ） 30,841,840 13,863,341 42,465

(21) 業 務 雑 収 入

5,487,713 5,487,713(20) 事 業 勘 定 受 入

2,844,850 2,844,850(19)
受 取 損 害 防 止
事 業 負 担 金

(18) 損 害 防 止 収 入

(17) 受 託 収 入

513,532 513,532(16) 賦 課 金

616,263 616,263(15) 受 取 奨 励 金

36,091,000 36,091,000(14) 受 取 補 助 金

12,378,332(13) 特別積立金戻入 12,378,332

154,514(12) 法定積立金戻入 154,514

(11)
固 定 化 債 権
引 当 金 戻 入

42,465 42,465(10) 支 払 備 金 戻 入

126,558 7,165,023(9) 責任準備金戻入 6,233,866 804,599

2,953,122(8)
連 合 会 特 別
交 付 金

2,953,122

(7) 還 付 収 入 金

876,625(6) 技 術 給 付 金 876,625

2,880,430(5) 受取診療補塡金 2,880,430

(4) 診 療 収 入

161,713 11,809,098(3) 保 険 金 2,847,233 8,800,152

1,343,986(2) 交 付 金 1,343,986

571,205 6,003,527(1) 共 済 掛 金 5,085,301 347,021

園 芸 施 設
共 済 勘 定

業 務 勘 定 総 合

1.事業収益

項 目
農 作 物
共 済 勘 定

家 畜
共 済 勘 定

畑 作 物
共 済 勘 定

別表１

平 成 19 年 度 下 半 期 津 市 農 業 共 済 事 業 損 益 計 算 書
（平成19年10月1日から平成20年3月31日まで） (単位　円)



774,926 71,708,831 119,989,962

事業利益（事業損失）
（Ｃ）＝（Ａ）-（Ｂ）

△409,680 △1,960,924 △387,955 84,550 △26,155,473 △28,829,482

事業費用合計（Ｂ） 31,251,520 15,824,265 430,420

987,661 987,661(18) 減 価 償 却 費

(17) 業 務 雑 費

(16) 負 担 金

8,320,328 8,320,328(15) 損 害 防 止 費

5,653,048 5,653,048(14) 損 害 評 価 費

336,678 336,678(13) 普 及 推 進 費

56,205,241 56,205,241(12) 一 般 管 理 費

205,875 205,875(11) 支 払 賦 課 金

5,487,713(10) 業 務 勘 定 繰 入 5,487,713

(9)
固 定 化 債 権
引 当 金 繰 入

430,420 430,420(8) 支 払 備 金 繰 入

138,323 7,373,453(7) 責任準備金繰入 6,429,287 805,843

9,843,741(6) 無 事 戻 金 9,843,741

(5) 還 付 支 払 金

(4) 診 療 諸 掛

179,683 24,427,740(3) 共 済 金 9,490,779 14,757,278

553,763

(2) 技 術 料 164,301 164,301

(1) 保 険 料 96,843 456,920

2.事業費用

(単位　円)

項 目
農 作 物
共 済 勘 定

家 畜
共 済 勘 定

畑 作 物
共 済 勘 定

園 芸 施 設
共 済 勘 定

業 務 勘 定 総 合



純 損 失

86,382 107,790

純 利 益 15,542,742 42,465 217,413 15,802,620

事業外費用合計（Ｆ） 21,408

(10) 修繕引当金繰入

(9) 業務引当金繰入

4,482 4,482(8) 業 務 雑 損 失

(7)
固 定 化 債 権
回 収 不 能 損

(6) 事 業 勘 定 繰 入

(5) 支 払 拠 出 金

(4) 業 務 支 払 利 息

21,408(3) 事 業 雑 損 失 21,408

(2) 財 産 処 分 損 81,900 81,900

(1) 事 業 支 払 利 息

4.事業外費用

36,670,514 36,670,514

当年度総利益
（当年度総損失）
（Ｅ）＝（Ｃ）+（Ｄ）

△409,680 △1,960,924 △387,955 84,550 10,515,041 7,841,032

事業外収益合計（Ｄ）

(9) 修繕引当金戻入

36,338,906 36,338,906(8) 業務引当金戻入

28,000 28,000(7) 業 務 雑 利 益

(6) 受 取 拠 出 金

303,608 303,608(5) 受 取 利 息

(4) 受 取 寄 付 金

(3) 事 業 雑 利 益

(2) 財 産 処 分 益

(1) 業 務 勘 定 受 入

3.事業外収益

(単位　円)

項 目
農 作 物
共 済 勘 定

家 畜
共 済 勘 定

畑 作 物
共 済 勘 定

園 芸 施 設
共 済 勘 定

業 務 勘 定 総 合

132,863 △10,428,659 8,069,378前期利益（損失） 15,973,830 1,960,924 430,420



別表２

平 成 19 年 度 津 市 農 業 共 済 事 業 貸 借 対 照 表
（平成20年3月31日） (単位　円)

項 目
農 作 物
共 済 勘 定

家 畜
共 済 勘 定

畑 作 物
共 済 勘 定

園 芸 施 設
共 済 勘 定

業 務 勘 定 総 合

1.流動資産

(1) 現 金 預 金 329,299,028 329,299,028

(2) 一 時 貸 付 金 237,387,420 2,309,581 3,248,068 3,429,263 246,374,332

(3) 有 価 証 券 3,500,000 3,500,000

(4)

未 収 金 1,539,566 1,249,593

固 定 化 債 権
引 当 金 ( 差 引 )

75,393 56,623 2,921,175

(5) 前 払 費 用

(6) その他流動資産

(7) 貯 蔵 品

流 動 資 産 計 238,926,986 3,559,174 3,248,068 3,504,656 332,855,651 582,094,535

2.固定資産

(1)

有 形 固 定 資 産

減価償却累計額
( 差 引 ）

9,480,500 9,480,500

6,969,124 6,969,124

(2) 無 形 固 定 資 産 224,952 224,952

(3) 拠 出 金 6,574,910 6,574,910

固 定 資 産 計 9,311,238 9,311,238

資 産 合 計 238,926,986 3,559,174 3,248,068 3,504,656 342,166,889 591,405,773



(単位　円)

項 目
農 作 物
共 済 勘 定

家 畜
共 済 勘 定

畑 作 物
共 済 勘 定

園 芸 施 設
共 済 勘 定

業 務 勘 定 総 合

3.流動負債

(1) 一 時 借 入 金 246,374,332 246,374,332

(2) 未 払 金 168,550 1,686,068 122,647 7,300,703 9,277,968

(3) 前 受 収 益

(4) 責 任 準 備 金 6,429,287 805,843 138,323 7,373,453

(5) 支 払 備 金 430,420 430,420

(6) その他流動負債 3,500,000 3,500,000

(7) 企 業 債

流 動 負 債 計 6,597,837 2,491,911 430,420 260,970 257,175,035 266,956,173

4.固定負債

(1) 退職給与引当金

(2) 業 務 引 当 金 84,991,854 84,991,854

(3) 修 繕 引 当 金

(4) 農 家 拠 出 金

固 定 負 債 計 84,991,854 84,991,854

負 債 合 計 6,597,837 2,491,911 430,420 260,970 342,166,889 351,948,027

5.資本

(1) 剰 余 金 216,786,407 1,067,263 2,775,183 3,026,273 223,655,126

法 定 積 立 金 120,643,453 456,375 1,321,412 917,754 123,338,994

特 別 積 立 金 96,142,954 610,888 1,453,771 2,108,519 100,316,132

(2)
当年度未処分剰余金

15,542,742
(未処理不足金)

42,465 217,413 15,802,620

繰越剰余金年度末残高

(不足金）

当 年 度 純 利 益
15,542,742

(純損失)
42,465 217,413 15,802,620

資 本 計 232,329,149 1,067,263 2,817,648 3,243,686 239,457,746

負 債 資 本 合 計 238,926,986 3,559,174 3,248,068 3,504,656 342,166,889 591,405,773



津市告示第１０８号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成８年美杉村告示第８号で認可した地縁による団体から告示された事項

に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

  平成２０年６月１１日 

津市長 松 田 直 久   

１ 届出者 

  上多気区 

  三重県津市美杉町上多気１０４１番地２ 

   代表者  齋 藤 昭 久 

２ 変更に係る事項 

⑴ 地縁による団体の区域 

変 更

前 

区域は、三重県一志郡美杉村上多気地内とする 

変 更

後 

区域は、三重県津市美杉町上多気地内とする 

⑵ 事務所の所在地 

変更

前 

三重県一志郡美杉村上多気６３４番地１ 

変更

後 

三重県津市美杉町上多気６３４番地１ 

⑶ 代表者の氏名及び住所 

変更

前 

結城  實 

三重県一志郡美杉村上多気１３０２番地 

変更

後 

齋藤 昭久 

三重県津市美杉町上多気１０４１番地２ 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の事務所の所在地及び区域が、市町村合併により平成１

８年１月１日に表示変更になったため。また総会において、平成２０年６

月１日より新任 



津市告示第１０９号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１７年芸濃町告示第６５号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

 平成２０年６月１２日 

 

                          津市長 松 田 直 久 

 

１ 届出者 

  忍田区自治会 

  三重県津市芸濃町忍田１８９番地３ 

   代表者 豊濱 幸生 

２ 変更に係る事項   

変
更
前 

豊濱 幸生 

津市芸濃町忍田２１４番地 

 

 

代表者の氏名 

及び住所 変
更
後 

豊濱 幸生 

津市芸濃町忍田２１４番地 

３ 変更理由及び年月日 

  平成２０年３月２１日、定期総会において再任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



津市告示第１１０号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１５年芸濃町告示第４８号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

 平成２０年６月１２日 

 

                          津市長 松 田 直 久 

 

１ 届出者 

  多門区自治会 

  三重県津市芸濃町多門８５７番地 

   代表者 駒田 利一 

２ 変更に係る事項   

変
更
前 

駒田 利一 

津市芸濃町多門９１２番地 

 

 

代表者の氏名 

及び住所 変
更
後 

駒田 利一 

津市芸濃町多門９１２番地 

３ 変更理由及び年月日 

  平成２０年４月１日、定期総会において再任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



津市告示第１１１号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１０年芸濃町告示第５号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。 

 平成２０年６月１２日 

 

                          津市長 松 田 直 久 

 

１ 届出者 

  林町自治会 

  三重県津市芸濃町林１６３番地６ 

   代表者 竹尾 信宏 

２ 変更に係る事項   

変
更
前 

宮崎 正一 

津市芸濃町林２００番地 

 

 

代表者の氏名 

及び住所 変
更
後 

竹尾 信宏 

津市芸濃町林３４９番地 

３ 変更理由及び年月日 

  平成２０年４月１日から、定期総会において新任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



津市告示第１１２号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１４年芸濃町告示第２号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。 

 平成２０年６月１２日 

 

                          津市長 松 田 直 久 

 

１ 届出者 

  北神山区自治会 

  三重県津市芸濃町北神山３６２番地 

   代表者 澤田 金生 

２ 変更に係る事項   

変
更
前 

澤田 金生 

津市芸濃町北神山３７０番地 

 

 

代表者の氏名 

及び住所 変
更
後 

澤田 金生 

津市芸濃町北神山３７０番地 

３ 変更理由及び年月日 

  平成２０年４月６日、定期総会において再任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



津市告示第１１３号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１６年芸濃町告示第３３号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。 

 平成２０年６月１２日 

 

                          津市長 松 田 直 久 

 

１ 届出者 

  平林自治会 

  三重県津市芸濃町椋本５５０２番地 

   代表者 中西 熙郎 

２ 変更に係る事項   

変
更
前 

真弓 茂雄 

津市芸濃町林１９０９番地６６ 

 

 

代表者の氏名 

及び住所 変
更
後 

中西 熙郎 

津市芸濃町椋本５４２７番地３ 

３ 変更理由及び年月日 

  平成２０年４月１日、定期総会において新任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



津市告示第１１４号 

平成２０年産の大豆に適用する単位当たり共済金額等を津市農業共済条例第

１１０条第２項の規定により告示する。 

平成２０年６月１０日 

 

津市長 松 田 直 久   

 

共済目的 

の種類等  
区域 引受方式 単位当たり共済金額 

共 済 

掛金率  

農家負 

担共済 

掛金率  

対象農業者以外 

円

1,170 

％ 

6.6 

％

2.970 

対 象 農 業 者 1,590 6.6 2.970 半相殺 

種 子 用 3,250 6.6 2.970 

対象農業者以外 1,170 6.8 3.060 

対 象 農 業 者 1,590 6.8 3.060 全相殺 

種 子 用 3,250 6.8 3.060 

対象農業者以外 1,170 6.3 2.835 

対 象 農 業 者 1,590 6.3 2.835 

大豆１類 津市 

一 筆 

種 子 用 3,250 6.3 2.835 

この表において「単位当たり」とは、１０キログラム当たりとする。 

対象農業者とは、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関 

する法律（平成１８年法律第８８号）第５条第１項の規定に基づき同法第３条 

第１項第２号の交付金の交付の申請をする者であって、同法第２条第２項各号 

に掲げる要件に該当する者である。 









津市公告第７２号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により

次のとおり公告します。 

  平成２０年６月２日 

 

                         津市長 松 田 直 久 

  

１ 工事完了年月日 

  平成２０年５月２１日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称  

  津市久居北口町駒ヶ谷１１２９－１、－２、１１３１ 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  愛知県西春日井郡大字青山字金剛１１５ 

  武田 善次 

   



津市公告第７３号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により

次のとおり公告します。 

  平成２０年６月２日 

 

                        津市長 松 田 直 久 

  

１ 工事完了年月日 

  平成２０年５月２３日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称  

  津市上浜町六丁目３－１３の一部 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  群馬県藤岡市藤岡４９ 

  高井 作右衛門 

   



津市公告第７４号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する

同法第１９条第１項の規定により都市計画を変更したいので、同法第２１条第

２項において準用する同法第１７条第１項の規定により次のとおり公告し、当

該都市計画の案を縦覧に供します。 

なお、当該都市計画の案については、同法第２１条第２項において準用する

同法第１７条第２項の規定により、縦覧期間満了の日までに、津市の意見書を

提出することができます。 

平成２０年６月２日 

津市長 松 田 直 久 

 

１ 都市計画の種類及び名称 

津都市計画下水道 

流域関連津市公共下水道（雲出川左岸処理区） 

流域関連津市久居公共下水道 

流域関連津市香良洲公共下水道 

２ 都市計画を定める土地の区域 

  都市計画図書において表示する。 

３ 都市計画の案の縦覧場所 

  津市都市計画部都市計画課 

４ 縦覧期間 

  自 平成２０年 ６月 ２日 

  至 平成２０年 ６月１６日 



津市公告第７５号 
 津市農業振興地域整備計画を変更するので、農業振興地域の整備に関する法

律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項において準用する同法第１１条

第１項の規定により公告し、当該農業振興地域整備計画の変更案及び変更しよ

うとする理由を記載した書面を次のとおり縦覧に供します。 
 なお、本市に住所を有する者は、農業振興地域の整備に関する法律第１３条

第４項において準用する同法第１１条第２項の規定により、当該農業振興地域

整備計画の変更案に対し、縦覧期間満了の日までに意見書を提出することがで

きます。（当該農業振興地域整備計画を変更したときは、提出された意見書の要

旨及び当該意見書の処理の結果を併せて公告します。） 
また、当該農業振興地域整備計画の変更案のうち農用地利用計画に係る農用

地区域内にある土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者は、農業振

興地域の整備に関する法律第１３条第４項において準用する同法第１１条第３

項の規定により、当該農用地利用計画の変更案に対し、縦覧期間満了の日の翌

日から起算して１５日以内に異議申立てをすることができます。 
  平成２０年６月２日 
 

津市長 松 田 直 久 
 
１ 農業振興地域整備計画の変更案の縦覧期間及び時間 
  平成２０年５月２８日から平成２０年６月２７日まで（午前８時３０分か

ら午後５時１５分まで） 
２ 農業振興地域整備計画の変更案の縦覧場所 

津市農林水産部農林水産政策課（津市役所庁舎６階） 



津市公告第７６号 
 津市営住宅の補充入居者を津市営住宅の設置及び管理に関する条例（平成１

８年津市条例第２１５号）第４条第１項の規定により次のとおり公募します。 
  平成２０年６月３日 
 
 
                     津市長 松 田 直 久   
 
 
１ 入居資格 
  次の各事項の条件を備える者 
（１）現に同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の届出をしないが事実上 
  婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。）があること。 
  ただし、次に掲げる者（身体上又は精神上著しい障害があるために常時の 
  介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受ける事ができず、又は受け

ることが困難であると認められる者を除く。）にあっては、この限りでない。 
  ア ６０歳以上の者（平成１８年４月１日前に５０歳以上の者） 
  イ 障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第２条に規定する障害者で

その障害の程度が国土交通省令で定める程度である者 
  ウ 戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６８号）第２条第１項に規

定する戦傷病者でその障害の程度が国土交通省令で定める程度である者 
  エ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第１１７号） 
   第１１条第１項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者 
  オ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に規定する被

保護者 
  カ 海外からの引揚者で、本邦に引き揚げた日から起算して５年を経過し

ていない者 
  キ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律（平

成１３年法律第６３号）第２条に規定するハンセン病療養所入所者等 
  ク 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（平成１３年

法律第３１号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。）第

１条第２項に規定する被害者で（ア）又は（イ）のいずれかに該当する

者 



 （ア） 配偶者暴力防止等法第３条第３項第３号の規定による一時保護又は

配偶者暴力防止等法第５条の規定による保護が終了した日から起算して

５年を経過していない者 
（イ） 配偶者暴力防止等法第１０条第１項の規定により裁判所がした命令

の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して５年

を経過していない者 
（２）入居申込みの日において、次に掲げる基準の収入のある者 
Ａ区分住宅 ２００，０００円以下（裁量階層世帯２６８，０００円以下） 
Ｂ区分住宅 １３７，０００円以下（裁量階層世帯１７８，０００円以下） 
裁量階層世帯・・・・・下記の要件のいずれかに該当する世帯 
  ア 申込者又は同居者（予定者を含む。）に障害者基本法（昭和４５年法律

第８４号）第２条に規定する障害者であって、次に掲げる障害の程度の 
   一に該当するものがある場合 
  （ア）身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の

規定により交付を受けた身体障害者手帳に記載された障害の程度が同

法施行規則別表第５号の１級から４級までである者 
  （イ）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和２５年政令 
    第１５５号）第６条第３項に規定する１級又は２級の精神障害者 
  （ウ）（イ）に規定する精神障害の程度に相当する程度と認められる知的障

害者 
  イ 申込者が６０歳以上の者であり、かつ、同居者（予定者を含む。）の 
   いずれもが６０歳以上又は１８歳未満の者である場合（平成１８年４月 

１日前に５０歳以上の者） 
  ウ 申込者又は同居者（予定者を含む。）に戦傷病者特別援護法（昭和３８ 

年法律第１６８号）第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けてい 
る者で、当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が恩給法（大正

１２年法律第４８号）別表第１号表ノ２の特別項症から第６項症まで又

は同表第１号表ノ３の第１款症である者がある場合 
  エ 申込者又は同居者（予定者を含む。）に原子爆弾被爆者に対する援護に 

関する法律（平成６年法律第１１７号）第１１条第１項の規定による   

厚生労働大臣の認定を受けている者がある場合 
  オ 申込者又は同居者（予定者を含む。）に海外からの引揚者で本邦に引き 

揚げた日から起算して５年を経過していない者がある場合 



  カ 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合 
  ＜収入の算出方法＞ 

申込者及び同居者（予定者を含む。）の過去１年間における所得税法の例 
に準じて算出した所得金額の合計から次に掲げる額を控除した額を１２で 
除した額を収入という。 

  （ア）同居親族又は控除対象配偶者若しくは扶養親族１人につき３８万円 
  （イ）老人控除対象配偶者又は老人扶養親族１人につき１０万円 
  （ウ）特定扶養親族１人につき２０万円 
  （エ）申込者又はアに規定する者に障害者がある場合には、障害者１人に

つき２７万円（特別障害者の場合は、１人につき４０万円） 
  （オ）申込者又は同居親族に寡婦又は寡夫がある場合その寡婦又は寡夫１

人につき２７万円（所得金額が２７万円未満である場合には、当該所

得金額） 
（３）現に住宅に困窮していることが明らかな者 
（４）津市内に住所又は勤務場所を有する者 
（５）市町村税を滞納していない者 
２ 受付期間、受付時間及び申込方法 
（１）受付期間、受付時間 
   平成２０年６月３日（火）から同月６日（金）までの午前８時３０分か 

ら午後５時１５分までとする。 
（２）申込方法 
   入居申込は、住宅入居申込書に所定事項を明確に記載し、次の書類を持 

参し建設部市営住宅課（６階）及び各総合支所産業環境課（建設維持課）

へ申込者又は事情の分かる家族の者が提出すること。 
なお、住宅入居申込書は、平成２０年５月１９日（月）から建設部市営  

住宅課及び各総合支所産業環境課（建設維持課）で交付する。（ただし、土

曜日及び日曜日は除く。） 
  ア 申込者、同居者（予定者を含む。）全員の市町村長の発行する所得・課 
   税証明書 
  イ 申込者、同居者（予定者を含む。）全員の住民票の写し 
  ウ 市町村税の納税証明書 
  エ 婚約中の者は、婚約証明書（市営住宅課の用紙） 
  オ 立ち退きを請求されている者はその証明書 



  カ 心身障害者は手帳、母子世帯については戸籍の全部事項証明書（戸籍 
   謄本）又は社会福祉事務所長の証明書 
  キ 現住居が借家、間借りの場合は、賃貸借契約書の写し又は過去３か月 
   間（平成２０年３月から平成２０年５月まで）の家賃の領収書の写し 
  ク その他申込者の実情に応じて必要な書類の提出を求めることができる。 
３ 優先入居者 
  次の世帯等は、優先入居住宅に申込ができる。 
（１）条例第５条各号に該当する世帯 
（２）母子世帯（２０歳未満の子と同居し、扶養している寡婦世帯） 
（３）引揚者世帯（永住帰国を希望する中国残留邦人等の世帯） 
（４）老人世帯（６０歳以上の者及び一定条件を有する者のみからなる世帯） 
（５）多子世帯（１８歳未満の子が３人以上いる世帯） 
（６）心身障害者世帯（身体障害者手帳４級以上の交付を受けた者等が含まれ 

る世帯） 
４ 選考及び抽選 
  提出された申込書及び実情調査をもとに、入居適格者を選考する。 
 入居適格者の数が、募集戸数を上回った住宅については、津市営住宅等公開 
 抽選実施要綱に基づき、公開抽選を行い、入居決定者及び入居補欠者を決定 

し、その当選順に希望の住宅を選択する。 
 優先入居住宅がある募集住宅の抽選は、一般住宅の抽選に先立ち優先入居 
適格者により優先入居住宅の抽選を行い、続いて一般住宅の抽選を一般入居 
適格者と先の優先入居住宅の落選者により、抽選を行う。 

  抽選は、平成２０年６月２７日（金）を予定 
５ 募集住宅及び戸数 
  Ａ区分住宅 
（１） 白塚団地      １戸 
    津市白塚町５８番地３     鉄筋コンクリート５階建 ３ＤＫ 
     家賃  １５，０００円 ～ ３２，８００円 
（２） 大井アパート    １戸     単身世帯可 
    津市中河原１３４番地     鉄筋コンクリート４階建 ３ＤＫ 
     家賃  １１，３００円 ～ ２４，６００円 
（３） 高洲町アパート   １戸     単身世帯可 

津市高洲町１９番３０号    鉄筋コンクリート４階建 ３ＤＫ 



家賃  １０，８００円 ～ ２３，８００円 
（４） ぜにやま団地    １戸     単身世帯可 

津市神戸１８９３番地     鉄筋コンクリート４階建 ２ＤＫ 
家賃   ７，５００円 ～ １２，０００円 

（５） ぜにやま団地    ４戸（２） 
津市神戸１８９３番地     鉄筋コンクリート４階建 ３ＤＫ 

家賃   ８，４００円 ～ ２７，４００円 
（６） 藤方団地      ２戸（１） 
    津市藤方２９７番地      鉄筋コンクリート５階建 ３ＤＫ 
     家賃  １２，６００円 ～ ２８，２００円 
（７） 城山アパート    １戸      単身世帯可 
    津市城山二丁目１９番１１号  鉄筋コンクリート４階建 ２ＤＫ 
     家賃   ７，１００円 ～ １１，７００円 
（８） 小森団地２号館   １戸 
    津市高茶屋３丁目９番１－３０４ 鉄筋コンクリート３階建 ３ＤＫ 
     家賃  ２０，８００円 ～ ４１，７００円 
（９） 雲出２号館     １戸      単身世帯可 
    津市雲出長常町１０２６番地１ 鉄筋コンクリート３階建 ２ＤＫ 
     家賃  ２１，９００円 ～ ４８，０００円 
（１０） 野村団地     １戸      単身世帯可 
    津市久居野村町８９３番地１   簡易耐火平屋     ２Ｋ 
     家賃   ３，２００円 ～  ７，１００円 
（１１） 相川西団地    １戸 
    津市久居野村町２００４番地１  鉄筋コンクリート３階建 ３Ｋ 
     家賃  １０，７００円 ～ ２３，６００円 
（１２） 森団地      １戸      単身世帯可 
    津市森町２１３４番地      簡易耐火２階     ２ＤＫ 
     家賃   ９，４００円 ～ １５，６００円 
（１３） 雲出２号館    １戸    老人世帯用 
    津市雲出長常町１０２６番地１ 鉄筋コンクリート３階建 ３ＤＫ 
     家賃  ２５，７００円 ～ ５６，５００円 
  Ｂ区分住宅 
（１４） 大井住宅    １戸 



    津市中河原２００３番地３１   簡易耐火構造２階建  ３ＤＫ 
     家賃  １８，１００円 ～ ２５，９００円 
（１５） 朝汐アパート  １戸     単身世帯可 
    津市下弁財町津興８０２番地  鉄筋コンクリート４階建  ２ＤＫ 
     家賃   ７，８００円 ～ １１，３００円 
（１６） 阿漕１号館   １戸     単身世帯可 
    津市柳山津興３１8 番地    鉄筋コンクリート４階建  ２ＤＫ 
     家賃   ８，７００円 ～ １２，４００円 
（１７） 西城山アパート １戸     単身世帯可 
    津市城山三丁目１０番３－３０４号 

 鉄筋コンクリート４階建  ２ＤＫ 
     家賃   ８，７００円 ～ １２，５００円 

（ ）内は優先入居住宅の戸数で、募集戸数の内数 
家賃は、平成２０年度の月額家賃で、表示の範囲内で各入居世帯毎の収

入等に応じた家賃となります。 
   また、平成２１年度以降も、毎年度、入居者の収入や住宅規模等に応じ

た家賃となります。 
６ 入居の時期 
  平成２０年８月上旬（予定） 
 



津市公告第７７号 
津市営若者住宅の補充入居者を津市営若者住宅の設置及び管理に関する条例

（平成１８年津市条例２１６号）第３条第１項の規定により次のとおり公募し

ます。 
 平成２０年６月３日 

 
津市長 松 田 直 久    

 
１ 入居資格 
  次の各事項の条件を備える者 
（１）入居時において、夫婦の年齢が４０歳未満の世帯で住宅に困窮している

ことが明らかな者 
当該住宅に入居することが確実であり、かつ、善良な市民として定住す

ることが見込まれる者 
（２）条例に基づいて定める家賃及び敷金を支払う能力を有する者 
（３）市町村税を滞納していない者 
２ 受付期間、受付時間及び申込方法 
（１）受付期間、受付時間 
   平成２０年６月３日（火）から同月６日（金）までの午前８時３０分か

ら午後５時１５分までとする。 
（２）申込方法 

入居申込みは、若者住宅入居申込書に所定事項を明確に記載し、次の書

類を持参し建設部市営住宅課（６階）又は各総合支所産業環境課（建設維

持課）へ申込者又は事情の分かる家族の者が提出すること。 
なお、若者住宅入居申込書は、平成２０年５月１９日（月）から建設部

市営住宅課及び各総合支所産業環境課（建設維持課）で交付する。（ただし、

土曜日、日曜日は除く。） 
ア 申込者、同居者（予定者を含む。）全員の市町村長の発行する所得・課

税証明書 
イ 申請者、同居者（予定者を含む。）全員の住民票の写し 
ウ 市町村税の納税証明書 
エ 婚約中の者は、婚約証明書（住宅課所定の用紙） 
オ その他申込者の実情に応じて必要な書類の提出を求めることができる。 



３ 選考及び抽選 
  提出された申込書をもとに、入居適格者を選考する。 
  入居適格者の数が、募集戸数を上回った住宅については、公開抽選会を行

い、入居決定者及び入居補欠者を決定し、その当選順に希望の住宅を選択す

る。 
  抽選日は、平成２０年６月２６日（木）を予定 
４ 募集住宅及び戸数 
（１）コミュニティ瑞穂  ２戸  津市美杉町太郎生１９３９番地 
   木造かわらぶき２階建 ３ＬＤＫ 家賃 32,000 円 
５ 入居の時期 
  平成２０年８月上旬（予定） 



津市公告第７８号 
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。 
  平成２０年６月６日 

津市長 松 田 直 久   
 

１ 抑留日  平成２０年６月４日 
２ 抑留期間 平成２０年６月１０日まで 

番号 捕獲した 
場所 

種類 
 

毛色 性別 体格 年齢 その他 

１ 
 

 

津市 
藤方 

柴犬 茶 
 
 

オス 中 不明 負傷犬 

 
3 連絡先 津市環境部環境保全課 
         電話 ０５９－２２９－３２８２ 
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課 
         電話 ０５９－２２３－５１９２ 
 
 
 



津市公告第７９号 

 国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第６条の４第１項の規定により、

次の区域の地籍調査を実施するので、同法第７条の規定により、次のとおり公

告します。 

  平成２０年６月６日  

 

                      津市長 松 田 直 久   

 

１ 事業計画が公示された年月日 

  平成２０年５月９日 

２ 調査を実施する者の名称 

  津市 

３ 調査区域 

  林川原５、佐田①、佐田②、鴉谷、五百野２、西千里、津地区 

４ 調査期間 

  公告の日から平成２１年３月３１日まで 

 

 

 



津市公告第８０号 
 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定

により、津市農用地利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公

告します。 
 なお、津市農用地利用集積計画を、次により縦覧に供します。 
  平成２０年６月１０日 
 
                      津市長 松 田 直 久 
 
 津市農用地利用集積計画の縦覧場所 
  津市農林水産部農林水産政策課（津市役所庁舎６階） 



津市公告第８１号 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号に規定する

道路の位置について指定したので、津市建築基準法施行取扱規則（平成１８年

津市規則第１９９号）第１３条第２項の規定により次のとおり公告します。 

  平成２０年６月１０日 

 

津市長 松 田 直 久   

 

 指定道路 

１ 幅員 ４．０メートル 

２ 延長 ３５．０メートル 

３ 地名地番 津市広明町２５０番２９の一部、２５０番３６の一部及び２５

０番３７ 



津市公告第８２号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により

次のとおり公告します。 

  平成２０年６月１２日 

 

                        津市長 松 田 直 久 

  

１ 工事完了年月日 

  平成２０年５月２７日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称  

  津市戸木町字北興７８１９－１ほか６９筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市東丸之内２０－１０ 

  株式会社マルヤス 

  代表取締役社長 坂崎 勀也 



津市公告第８３号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により

次のとおり公告します。 

  平成２０年６月１２日 

 

                        津市長 松 田 直 久 

  

１ 工事完了年月日 

  平成２０年５月２７日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称  

  津市雲出島貫町字北浦８０７－１ほか１筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市雲出島貫町５０１ 

  神谷 吉美 

   



津市公告第８４号 
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。 
  平成２０年６月１３日 

津市長 松 田 直 久   
 

１ 抑留日  平成２０年６月１２日 
２ 抑留期間 平成２０年６月１８日まで 

番号 捕獲した 
場所 

種類 
 

毛色 性別 体格 年齢 その他 

１ 
 

 

津市 
稲葉町 

雑種 茶黒

 
 

オス 中 不明 茶色の首輪（革）

 ２ 津市 
稲葉町 

雑種 茶 メス 中 不明 茶色の首輪（布）

 
3 連絡先 津市環境部環境保全課 
         電話 ０５９－２２９－３２８２ 
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課 
         電話 ０５９－２２３－５１９２ 
 
 
 



津市選挙管理委員会告示第１８号 

 津市選挙投票区の一部を改正する告示を次のように定める。 

  平成２０年６月２日 

 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 大 橋 達 郎 

 

   津市選挙投票区の一部を改正する告示 

津市選挙投票区（平成１８年津市選挙管理委員会告示第３号）の一部を次の

ように改める。 

 表津の部第２１投票区の項中「ハーモニータウン」の次に「、ハーモニータ

ウン津」を加え、同表久居の部第７１投票区の項中「東さくらが丘」の次に「 

、南さくらが丘」を加え、同部第７３投票区の項中「三重中央医療センター」

の次に「、ビオガーデン新町」を加える。 

 表白山の部を次のように改める。 

第１０３投票区 城立、小杉、大原、自衛隊白山分とん基地、福 

田山、布引 

第１０４投票区 立町、西町、本町、宮町、緑ケ丘、東町、瀬戸、

北家城、藤、二俣、真見 

第１０５投票区 川口北、川口中、川口南、御城、市場、聖ケ丘、

的場、馬場、瀬古、岩脇、小野、新家、上田、 

杉ケ瀬、上野、大角、双川、吹毛、御衣田、大 

広、茅刈、並木 

第１０６投票区 沖広、茶屋、白山台団地、中徳田、西徳田、浜 

城、閑城、向居、向居山出、並木、岡、三重中 

央カントリー 

白山 

第１０７投票区 美坂、大井谷、上広、茶屋の前、滝ケ広、古垣 

内、北垣内、里川、殿垣内、中村、北谷、中出、

親保 

 第１０８投票区 口佐田、中佐田、奥佐田、佐田駅下、谷団地、 

東谷団地、堂坂団地、グリーンハイツ、上佐田、

中ノ村、南出、大昌団地、大発団地、バラード 



青山、ロイヤルタウン・原、上ノ村、グリーン 

タウン・原、垣内 

 第１０９投票区 算所団地、八対野１区、八対野２区、八対野３ 

区、八対野４区、八対野５区、日生学園、内野、

稲垣上出、稲垣中出、稲垣下出、古市、伊勢見、

ガーデンビレッジ青山高原、山田野田中区、山 

田野上出区、山田野下司名区、山田野北出区、 

山田野美里区、山田野１区、久保団地、スカイ 

グランデ 

表美杉の部中「第１１３投票区」を「第１１０投票区」に、「第１１４投票

区」を「第１１１投票区」に、「第１１５投票区」を「第１１２投票区」に、

「第１１６投票区」を「第１１３投票区」に、「第１１７投票区」を「第１１

４投票区」に、「第１１８投票区」を「第１１５投票区」に、「第１１９投票

区」を「第１１６投票区」に、「第１２０投票区」を「第１１７投票区」に、

「第１２１投票区」を「第１１８投票区」に、「第１２２投票区」を「第１１

９投票区」に、「第１２３投票区」を「第１２０投票区」に、「第１２４投票

区」を「第１２１投票区」に、「第１２５投票区」を「第１２２投票区」に改

める。 

附 則 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の津市選挙投票区の規定は、この告示の施行の日以後にその期日を 

告示される選挙について適用する。 



津市選挙管理委員会告示第１９号 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項及び第７５条第１項

並びに市町村の合併の特例等に関する法律（平成１６年法律第５９号）第４条

第１項及び第５条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の５０分の１の

数、同法第４条第１１項及び第５条第１５項の規定による選挙権を有する者の

総数の６分の１の数並びに地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８

１条第１項、第８６条第１項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭

和３１年法律第１６２号）第８条第１項の規定による選挙権を有する者の総数

の３分の１の数を次のとおり告示する。 
  平成２０年６月２日 
 
                      津市選挙管理委員会 
                      委員長 大 橋 達 郎 
 

１ ５０分の１の数     ４,６２５人 

 

２  ６分の１の数    ３８,５４０人 

 

３  ３分の１の数    ７７,０８０人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



津市水道局告示第１１号 

 津市水道局指定給水装置工事事業者に次のとおり指定したので、津市水道局

指定給水装置工事事業者規程（平成１８年水道事業管理規程第１４号）第１０

条第１号の規定により告示する。 

  平成２０年６月３日 

 

津市水道事業管理者 平 井 秀 次 

 

名称 所在地 指定年月日 

藤原業務店 津市柳山津興１２５６番地４ 平成２０年５月２７日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



津市監査委員告示第６号 

監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として講じた措置について、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、津

市長から通知があったので、次のとおり公表する。 

平成２０年６月１０日 

 

津市監査委員 岡 部 高 樹  

同    前 田 勝 彦  

同    大 野   寛  

同    山 中 利 之  

監査の結果及び講じた措置の内容 

平成２０年３月６日付津市監査委員告示第４号公表分 

監査対象機関 市民部 市民交流課 高茶屋出張所 

【監査の結果】 

 高茶屋出張所について、諸証明

等手数料の指定金融機関等への納

入は、週２回とされているが、当

日に納入できるよう措置を指導し

た。 

【措置の内容】 

 諸証明等手数料の指定金融機関等への納入

は、当日に納入するよう改善措置を講じまし

た。 

監査対象機関 
社会福祉法人 津市社会福祉協議会 

（所管部局／健康福祉部福祉政策課） 

【監査の結果】 

 市からの補助金の使用に当た

り、経理上適切な科目の表示がさ

れていなかったことから、使途の

明確性が確保されるよう処理の是

正を指導した。 

【措置の内容】 

平成２０年度から人件費以外の仕訳伝票

（研修費、賃借料、助成金他）に補助金の印

（補）を明示しました。 

監査対象機関 健康福祉部 こども家庭課 

【監査の結果】 

一部の園において、外出簿等に

記載誤りが見られたので、是正を

指導した。 
 
 

【措置の内容】 

市立保育園及び療育センターに対し、外出

簿等の記載については、指導事項を踏まえ、

改善しました。 



監査対象機関 競艇事業部 競艇管理課 

【監査の結果】 

競艇事業収入のうち、場内使用

料（売店使用料）及び雑入（電気・

水道料金）において、毎月末収入

未済額が発生していることから、

納期内に納付されるよう指導され

たい。 

【措置の内容】 

該当する食堂の関係者に対し、納期内に納

付するよう指導を行いました。 

監査対象機関 

津なぎさまち内旅客船ターミナル指定管理

者・株式会社日硝ハイウエー（所管部局／都

市計画部交通政策課） 

【監査の結果】 

指定管理業務に係る経理におい

て、勘定科目の設定と会計処理の

一部を適切に行うよう指導した。 
 

施設の利用料金は、津なぎさま

ち内旅客船ターミナルの設置及び

管理に関する条例第１４条第１項

で、「使用許可の際に支払わなけれ

ばならない」と定められているが、

施設の利用時に徴収されていたの

で、適正に措置されるよう指導し

た。 

【措置の内容】 

指定管理用通帳の作成を指導し、確認しま

した。また勘定科目についての内容確認を行

いました。 
 

交流広場の使用許可に係る手続方法を確認

しました。 
 

監査対象機関 芸濃総合支所 総務課 

【監査の結果】 

 当課所管の行政財産のうち、畑

（現況地目／宅地）２筆について

は、分筆及び地目変更・所有権移

転の登記がされていないため、速

やかに登記を完了されるよう指導

した。 
 

【措置の内容】 

 左記の市有地の未登記について、平成２０

年３月１２日に全ての登記の処理をしまし

た。 



監査対象機関 美里総合支所 総務課 

【監査の結果】 

 行政財産使用許可について、使

用料の調定がされていなかったの

で、是正を指導した。 

【措置の内容】 

調定の是正指導について、調定の事務処理

をしました。 

監査対象機関 美里総合支所 地域振興室 

【監査の結果】 

実行委員会方式による地域活動

振興事業（補助事業）について、

次のとおり指導した。 
平成１８年度補助金は、交付決

定額をもって確定（精算）額とさ

れているが、事実上精算に伴う剰

余金が発生していることから、津

市補助金等交付規則第１３条の趣

旨を踏まえ、是正をされること。 

【措置の内容】 

１９年度から事実上精算に伴う剰余金は是

正しました。 

監査対象機関 美里総合支所 市民福祉課 

【監査の結果】 

（福）津市社会福祉協議会に対

する行政財産の使用許可について

は、許可条件が十分でなく、不服

申立て等に係る教示もされていな

いことから、是正を指導した。 

【措置の内容】 

津市行政財産使用許可書の、許可条件、不

服申立て等に係る教示についての条文を整備

しました。  

監査対象機関 
香良洲総合支所 総務課・香良洲老人福祉セ

ンター・香良洲多目的ホール 

【監査の結果】 

サンデルタ香良洲において、多

目的ホール使用料等の現金を取り

扱っているが、現金取扱員が設置

されていなかったので、是正する

よう指導した。 
 
香良洲庁舎等維持管理事業で

【措置の内容】 

現金取扱員の設置について、現金取扱員と

して２名指名し、現金取扱員報告書を提出し

ました。 
 

 
 

テレビ受信契約について、１９年度契約台



は、不要時の消灯をはじめ光熱水

費等の節減に努められているが、

テレビ受信契約台数の見直しを検

討するなど、更なる経費削減に努

められたい。 
 
公有財産及び物品については、

工業専用地域等に多くの未利用地

を所有しているほか、マイクロバ

スの当年度利用日数も９月末日現

在で８日と利用率が低いことか

ら、これらの処分も含めた適切な

利活用について検討されたい。 
 
サンデルタ香良洲については、

築後１３年経過していることか

ら、平成１９年９月には空調設備

が故障するなど、機械設備等の老

朽化が進んでおり、施設利用者が

安全・快適に利用できるよう、計

画的な維持管理に努められたい。 
 
交通安全母の会補助金について

は、２団体に交付されているが、

補助対象経費及び剰余金の取扱い

等が明確にされていないことか

ら、今後の補助のあり方を検討さ

れたい。 

数６台のうち３台処分をして、２０年度契約

台数は３台としました。 
 
 
 
 
未利用地について、一般競争入札等による

売却などで約９７０㎡を処分しました。また、

マイクロバスについて、交通不便な地域にと

って重要な足になりますので、一層積極的な

利用を図っていきます。 
 
 
 
サンデルタ香良洲については、地域かがや

きプログラム東部エリアの「地域連携による

交流の推進事業」のなかで、「ユニバーサルデ

ザイン推進のモデル地区づくり」として、リ

ニューアルの計画が策定されました。 
 
 
 
平成２０年度から、「津市交通安全父母の会

活動補助金に係る取扱いについて」(平成１９

年１０月２９日決裁済)により取扱います。 
 

監査対象機関 香良洲総合支所 産業環境課 

【監査の結果】 

香良洲塵芥処理場の管理及び塵

芥運搬業務の委託契約において、

市の歳入となるべき資源ごみ売払

【措置の内容】 

資源ごみ売払い収入の取扱いにつきまして

は、平成２０年度の委託契約書から整備しま

した。 



収入の取扱いに係る仕様を明確に

定めるなどの措置を講じるよう指

導した。また、受託者から、既定

の仕様書による各種書類が提出さ

れていなかったため、その履行を

徹底させるよう指導した。 
 

香良洲塵芥処理場の管理及び塵

芥運搬業務の委託契約について

は、２号随意契約で締結されてい

るが、業務内容も踏まえ競争入札

への移行について検討されたい。 
 

香良洲墓園の維持管理について

は、次のとおり措置されるよう望

むものである。 
ア 総区画数９２１のうち、平成

１９年９月末日現在１３９区画

(同課提出資料による。)が未使用

となっているが、合併により使

用者の範囲が拡大したことか

ら、効果的な情報提供により未

使用区画の解消に努められるこ

と。 
イ 墓園使用許可証において、使

用権の承継をはじめ、重要な使

用許可条件が示されておらず、 

各種書類の提出については、早速提出させ

ました。 
 
 
 
 
 
平成２０年度から指名競争入札を実施しま

した。 
 
 
 

 
 
 

 
本庁及び各総合支所関係窓口にて PR を依

頼し未使用区画の解消に努めました。 
 
 
 
 
 
 
 墓園を管理している他の総合支所との関連

もあり、条例、規則の改正等について関係課

において検討中であります。 

また、墓園使用承継許可証の一

部に不備が見られたため、これ

ら許可証様式の見直しのほか、

墓園使用に係る契約書の締結に

ついて検討されること。 
 

  
 
 
 
 
 



平成１８年度の営農・生産団

体育成事業補助金及び環境保全

型農業推進事業補助金が、それ

ぞれ同一団体に交付されている

が、当該補助金の充当経費など

に不適切な処理がみられたこと

から、その是正とともに、当年

度補助金の交付額確定に際し、

適正に審査されるよう指導し

た。 

 
香良洲公園ほか２公園の除草等

管理業務委託料は毎月支払われて

いるが、受託者から毎月の委託業

務実績報告書等が提出されていな

かったことから、その履行を徹底

させるよう指導した。 
 

海岸及び公園等の松林の維持管

理に伴い、２４本の枯松伐倒処理

が実施されているが、未処理（処

理予定分を含む。）の枯松が２０本

確認（同課調べ。）されていること

から、海岸等利用者の安全の確保

等を図るべく、できる限り早期に

処理を完了されるとともに、一層

の松枯被害防止対策に努められた

い。 
 
香良洲町地内道路路肩除草業務

の委託については、当年度から施

工場所を２箇所に分割して発注さ

れたが、一括発注した平成１８年

営農・生産団体育成事業補助金及び環境保

全型農業推進事業補助金について、当年度補

助金交付額の確定の際に適正な審査及び当該

団体に対し指導等の措置を講じました。 

 
 

 
 
 
 
 
委託業務実績報告書の提出について、受託

者に対し、毎月の委託業務実績報告書を提出

させ、今後においても必ず提出するよう指導

等の措置を講じました。 
 
 

 
海岸及び公園等の松林の維持管理につい

て、枯松の未処理分のすべてを平成２０年３

月で処理を完了するとともに、松枯れ被害防

止策として、老松４０本を対象に樹幹に対し

薬剤注入の措置を講じました。 
 
 
 
 
 
 
平成２０年度より当該業務については、津

南工事事務所の所管となりましたが、業務委

託については、予算の効率的な執行が図られ

るようしていきます。 



度契約に係る１平方メートル当た

り単価相当額に比べ１．５倍以上

増高したことから、予算の効率的

な執行を図るため、分割発注の見

直しについて検討されたい。 
監査対象機関 一志総合支所 総務課・とことめの里一志 

【監査の結果】 

平成１８年４月 1 日及び平成１

９年同日付けの公衆電話施設の設

置ほか２件の行政財産使用許可に

ついて、当年度使用料の調定を指

導した。 
 

とことめの里一志送迎バス運行

管理業務の委託契約について、受

託者は毎月運行報告を提出しなけ

ればならない仕様の履行を、受託

者に徹底されるよう指導した。 
 
普通財産について 

一志町井生地内の水路敷(面積１

千６２２平方メートル)を、昭和４

９年当時から１平方メートル当た

り月額７円でゴルフ場用途に貸付

けされているが、現行賃料の価格

の妥当性について検討の上、更新

されたい。 
 

一志町史について、４４８部(平
成１９年１０月末現在。同課調べ。)
の在庫を抱え、販売価格に換算す

ると、４０３万２千円相当となる

ことから、販売促進及び有効利用

【措置の内容】 

定期監査後に、ただちに使用料の調定の処

理をしました。 
 
 
 
 

受託者に対し、仕様の履行を徹底するよう

指導し、その後は毎月の運行日報が提出され

ております。 
 
 

 
 
平成１９年１２月にゴルフ場の固定資産税

の見直しがありましたので、新しい評価額に

て算出した賃料で新たに契約書を締結しまし

た。 
 
 
 
 

監査結果後に、販売促進のために広報津に

一志町史販売の記事の掲載、また販売啓発の

チラシを作成し公共施設の窓口に置くなどの

措置を講じました。 



を図られたい。 

監査対象機関 一志総合支所 地域振興室 

【監査の結果】 

地域活動振興事業（補助事業）に

ついて、次のとおり指導した。 
ア 平成１８年度補助金が充当さ

れた、実行委員会による電飾設

営業務等に係る契約は、随意契

約で締結されているが、契約の

目的及び内容等に照らし、でき

る限り競争性を確保されるよ

う、津市補助金等交付規則第９

条の趣旨を踏まえ、補助事業者

に対し、必要な指導・助言をさ

れること。 
 

イ 当年度の「納涼盆おどり大会

事業」について、実績の報告及

び精算が遅延していたことか

ら、今後は適切に処理されるよ

う、補助事業者に対し、必要な

指導・助言をされること。 

【措置の内容】 

 
 

実行委員会に対し、ご指摘を受けました事

項について、事業担当課を通じて、次回の事

業の実施に際しては、見積もり合わせを行う

等、競争性を確保するよう指導いたしました。

 
 
 
 

 
 
 
実行委員会に対し、事業担当課を通じて、

今後、適正な処理を行うよう指導いたしまし

た。 

監査対象機関 一志総合支所 市民福祉課 

【監査の結果】 

高岡老人憩いの家の指定管理に

ついて 
津市老人憩いの家の設置及び管

理に関する条例第６条に定める使

用料について、指定管理者の減免

措置により市に納入されていない

が、当該措置は市長の権限に属す

ることから(同条例第７条)、是正さ

【措置の内容】 

 
 
減免申請書の提出は、一志総合支所市民福

祉課福祉担当へ提出するよう指導しました。

監査日以降の減免申請書については、市民

福祉課へ提出されております。 
 
 



 
 

れること。 
 

指定管理者から、同協定書及び

仕様書に基づく防火管理者、消防

計画及び消防設備保守点検結果等

を市に報告するよう徹底されるこ

と。 
 

老人クラブ事業補助金について 
平成１８年度補助金の３倍から

４倍を超える相当額の剰余金を生

じている団体があることから津市

補助金等交付規則第９条の趣旨を

踏まえ補助金のあり方を検討され

たい。 

 
 

監査時においては、防火管理者、消防計画

及び消防設備保守点検結果報告の提出がなさ

れておりませんでしたが、提出の指導をしま

したところ、後日提出がありました。 
 
 

高齢福祉課にて剰余金の基準についての確

認をし、その内容を各単位老人クラブ会長に

対し剰余金抑制についての指導をしました。

監査対象機関 白山総合支所 総務課 

【監査の結果】 

白山庁舎等維持管理事業では、

不要時の消灯をはじめ光熱水費等

の節減に努められているところで

あるが、テレビ受信契約台数の見

直しを検討するなど、更なる経費

削減に努められたい。 

【措置の内容】 

テレビ受信契約台数について、契約台数の

見直しを行い、３台の契約削減の措置を講じ

ました。 

監査対象機関 美杉総合支所 産業建設課 
【監査の結果】 
 産業振興補助金について、一部

事業において補助金の充当が適当

でない経費が見られたことから、

補助金の交付決定に当っては、内

容を十分に審査し、慎重に取り扱

われるよう望むものである。 

【措置の内容】 
当該補助金の経費について、補助対象外経

費として変更承認申請の際に処理しました。




